
＜流通促進検討会議での検討の流れ＞

・流通促進検討会議では、以下の流れで検討を進める。

・所有者に対しては、市担当者による活用意向等の確認の他、担当する専門事業者（基本的には宅建士）が、活用の方針についてやりとり

をし、その後、専門事業者と所有者が個別に交渉し、必要に応じて契約を結ぶ形態とする。

3

流通促進検討会議の進め方

物件カルテ作成

《《《《流通促進会議流通促進会議流通促進会議流通促進会議①①①①》》》》 専門家の振り分け（宅建士のみor宅建士＋建築士）

現地確認現地確認現地確認現地確認・・・・所有者所有者所有者所有者とのファーストコンタクトとのファーストコンタクトとのファーストコンタクトとのファーストコンタクト

・所有者立会いの下、現地確認 ・内部の状態、間取り等確認、写真撮影

・所有者への一次方針伝達、意向確認 ・物件カルテへの情報追加

各団体における一次事業者の指名

《《《《流通促進会議流通促進会議流通促進会議流通促進会議②②②②》》》》流通促進流通促進流通促進流通促進のののの二次方針二次方針二次方針二次方針のののの検討検討検討検討（希望があれば所有者も参加）

所有者所有者所有者所有者へのへのへのへの二次方針二次方針二次方針二次方針のののの伝達伝達伝達伝達・・・・説明説明説明説明（（（（所有者所有者所有者所有者がががが会議会議会議会議②に②に②に②に参加参加参加参加していればしていればしていればしていれば省略省略省略省略））））

所有者による意思決定（二次方針に合意するかどうか）

各団体における事業者の指名

担当団体の構成決定（一次事業者は継続担当）

各事業者と所有者との業務契約・業務スタート
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所有者等からの情報提供の同意取得 ※所有者の活用意向等を確認（同意書、チラシ持参）

「売却か賃貸か」「リフォーム

の必要性・方向性」の方針

「事業スキームの概略」「資

金調達の方法」等の方針

「権利関係の確認・調整」の

方針

担当例：宅建士・建築士 担当例：司法書士・宅建士担当例：建築士・宅建士・銀行
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市 プラットホーム 専門事業者

担 当

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者

市 プラットホーム 専門事業者
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